


























仕  様  書 

                                         佐賀労働局 
 

1 件名 
令和2年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借（単価契約） 

 
2 契約期間 
令和2年4月 1日～令和3年3月 31日 

 
3 契約履行場所及び予定数量 
（1）契約履行場所（納入場所） 

佐賀第二合同庁舎駐車場（佐賀市駅前中央3-3-20） 
【発注部署】 
① 佐賀労働局総務部労働保険徴収室（佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階） 
② 佐賀労働局労働基準部     （佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階） 
③ 佐賀労働局雇用環境・均等室  （佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎3・7階） 
④ 佐賀労働基準監督署      （佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎3階） 

（2）予定数量 
利用見込台数 370台（※予定数量は見込みであり、最低利用数量を保証するものではない。） 

 
4 入札方法 
入札者は、本仕様書に示す業務の履行に要する一切の諸経費を含めた1台あたりの金額（以下「単価」

という。）を見積もるものとし、上記3（2）に示す予定数量を乗じた金額の総額を入札金額とすること。 
 
5 入札保証金、契約保証金 
免除 

 
6 レンタカーの条件 
（1）ク ラ ス  660㏄～1,000㏄ 
（2）形 状  5ドア若しくは4ドアセダン又はバンタイプ 
（3）ミ ッ シ ョ ン  ＡＴ若しくはＣＶＴ 
（4）燃 料  レギュラーガソリン 
（5）利 用 時 間  12時間以内 
（6）装 備 品  三角表示板 
          スペアタイヤ 
          カーナビゲーションシステム 
（7）そ の 他  できる限り環境に配慮した車両とすること。 
 



7 レンタカーの申込み方法及び賃借の手順 
（1）申込み 
   利用部署から、電話・FAX 等により利用日時を連絡する。なお、原則として、利用日前日までに

申込むこととするが、緊急に必要となる場合は、当日申込みを行う場合があることを了承すること。 
（2）配車及び引取時間 

申込み時に指定した場所（原則として、利用部署とする。）において配車及び引取りを行うことと

し、原則として、配車は午前8時 30分以降、引取りは午後5時 15分までに行うこととする。 
なお、急遽引渡予定時刻に車を引き渡すことができなくなった場合には、当方よりその旨を伝え

るため、その状況に応じた対応をとること（この場合においても、利用時間内で引取りを行ったも

のとみなし、延長料金は発生させないこととするため、入札金額の積算にあたっては、十分に留意

すること。）。 
また、燃料は「満タン」にて返却するものとする。 

（3）予約の取消及び変更 
申込みを行った後、レンタカー配車までに申込内容の取消又は変更の連絡を受けた場合は、これ

に応じるものとし、手続きに係る一切の費用は発生させないこと。 
 
8 レンタカーによる事故と保険・補償 
（1）事故時における対応 

レンタカー運転時に事故に遭った場合、運転者は所属する官署、関係機関（警察等）へ遅滞なく

連絡を行う。レンタカーを借り受けた営業所へは、運転者若しくは官署担当者より遅滞なく連絡を

行うので、営業所においては、事故処理に関し必要なアドバイス等を行うこと。 
（2）保険補償制度 

 対    象 補償限度額 

対   人 1名限度額 無制限 
対   物 1事故限度額 3,000万円 

車   両 1事故限度額 時価 

人身傷害 死亡（1名につき） 3,000万円 

 （注意）免責補償制度を適用すること。（免責額支払を免除とすること。） 
（3）ノンオペレーションチャージ 

当方職員がレンタカー使用中に事故の当事者になった場合や、汚損等したことにより車両の修理

や清掃等が必要となった場合、下表の金額を上限として、契約相手方の「レンタカー貸渡約款」等

により支払う。 
事故後のレンタカーの状況 上限額 

レンタカーで自走し、引渡し場所で引渡した場合 20,000円 

レンタカーで自走できず、引渡し場所で引渡せない場合 50,000円 

  ※ノンオペレーションチャージには消費税を課さない。 
  ※交通事故の場合、ノンオペレーションチャージは、当方の過失がある場合に適用する。 
 



9 再委託 
再委託についての要件は、別紙のとおり。 

 
10 個人情報保護及び作業従事者 
（1）本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策にも万全を期すこと。 
（2）作業従事者及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹

底すること。 
 
11 その他 
（1）本仕様書に定めのない事項については、「レンタカー貸渡約款」等に基づき、別途協議する。 
 
12 代金の請求及び支払いについて 
（1）当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。 
（2）代金の請求は、1ヶ月毎に契約内容の全てが履行された後、遅滞なく行うこと。 
（3）請求書の宛先は「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 
（4）請求書は利用部署単位で作成すること。 
（5）代金の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙） 
 

再委託についての要件 
 
第1 再委託について 
（1）落札者は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 
（2）落札者は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、届出を行うこととす

る。 
（3）落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再

委託者」という。）の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。 
（4）落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、落札者がこの契約を遵守するために必要な

事項について、本委託契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。 
 
第2 再委託先の変更 
   落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除

き、再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 
 
第3 履行体制 
（1）落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号

又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に提出しなけ

ればならない。 
（2）落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を発注者に届け

出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 
・ 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更の

場合。 
・ 事業参加者の住所の変更のみの場合。 
・ 契約金額の変更のみの場合。 

（3）前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、

落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 
 
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約締結後に交付する。 



別紙４

￥ －

数量

契約条件： 契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

保険内容（補償限度額欄へ補償の限度額を記載すること。）

上記のとおり入札します。

令和　　年　　月　　日

支出負担行為担当官

佐賀労働局総務部長　富　永　哲　史　　殿

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名 印

（復）代理人 印

　　備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

370
円 円

入　札　書

（下記内訳の合計金額を記載すること。消費税及び地方消費税を含まない。）

【入札金額内訳】

単価 合計金額

入札件名：
令和２年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸
借（単価契約）

補償内容 補償限度額

（１）対人

※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。
なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。

（２）車両

（３）対物

（４）搭乗者



別紙４

￥ －

数量

契約条件： 契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

保険内容（補償限度額欄へ補償の限度額を記載すること。）

上記のとおり入札します。

令和　　年　　月　　日

支出負担行為担当官

佐賀労働局総務部長　富　永　哲　史　　殿

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名 印

（復）代理人 印

　　備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

補償内容 補償限度額

入　札　書
（再度入札用）

（下記内訳の合計金額を記載すること。消費税及び地方消費税を含まない。）

【入札金額内訳】

単価 合計金額

370
円 円

入札件名：
令和２年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸
借（単価契約）

（１）対人

（２）車両

（３）対物

（４）搭乗者

※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。
なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。


